
(８) 中小企業投資促進税制の延長及び拡充（所得税、法人税）

○ 内 容

中小企業者の設備投資を促進するため、経済対策として措置されている中小企

業者が機械等を取得した場合の特別償却制度又は税額控除制度の適用期限を、取

得価額要件を緩和したうえ、２年延長する。

所得税・法人税：特別償却３０％又は税額控除７％

［トラック（総重量３．５トン以上）、内航貨物船、機械装置（１６０万円

以上[現行２３０万円以上]）、器具備品（１００万円以上）が対象。］

●経緯及び効果

平成10年６月 平成11年４月 平成12年４月 平成13年４月 延景
総合経済対策 長気
で創設 拡充・延長 延 長 延 長 ・回

拡復
対象：８ｔ以上 対象：3.5ｔ以 適用期限： 充に

向のトラック、 上のトラック、 14年３月31日
内航貨物船 け内航貨物船

○トラック事業者等の経営は、依然として厳しい状況 トラック等延
○トラックへの設備投資が進まず、平均使用年数は大き の
く延びている。 購入促進（平均使用年数：10.53年 → 10.68年） 長

○ 幅広い関連業界への経済波及効果を通じて、景気回復に大きく寄与
○ トラックの代替促進により環境負荷の軽減に大きく貢献

（最新のトラックは旧型車と比べて、ＰＭ７２％削減、ＮＯｘ３８％削減）

トラックの新車登録台数等の推移
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本税制の適用期間

内航船舶の建造状況の推移
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